
１．事前登録の目的

事前登録は、東日本大震災等により女川町で住宅を滅失した方を対象に、早期に具体的な再建場

所や時期を被災した皆様に把握してもらい、計画的に生活再建の準備を行っていただくために実施
します。

注意：昨年まで行った個別面談は、事前登録ではありません。入居希望者は、必ず事前登録の申込みをしてください。

２．申込みできる方

災害公営住宅に申込みできる方は、以下の要件を満たす必要があります。

３．申込み受付期間、受付方法

４．事前登録から入居までの流れ

事前登録から入居までの流れは以下のとおりです。入居までに３つのステップがあります。

今回実施する事前登録は、入居する地区、住戸タイプを決定します。

５．事前登録の手順

事前登録の手順は、以下のとおりです。

今年度中には、災害公営住宅の事前登録を完了する予定です。

災害公営住宅の入居には、この事前登録が必要です。
※登録をしないと入居することができない場合があります。

希望する地区と住戸タイプを申込み

① 事前登録 入居する地区、住戸タ
イプを決定します。

事前登録完了

入居する場所（部屋、
区画）を決定します。

入居先決定

入居手続きをします。
入居

事前登録した地区の整備状況に応じて、入居先を決める抽選会を開催

② 入居先の選定

入居者説明会を開催した後、入居申込書と必要書類を作成

③ 入居の手続き

今回実施分

●事前登録で留意していただくこと

※１：当選できなかった方は、全員補欠とします。（１次、２次とも）

  当選者の辞退等があった場合、補欠順位の最上位から繰上げ当選となります。

※２：２次申込みは、事前登録の受付をして当選できなかった方が対象です。

※３：２次申込みで当選できなかった方は、個別に地区、住戸タイプを決定し登録します。

＜受付期間と時間＞  
【期間】平成２６年９月 1日（月）～平成２６年９月３０日（火）の平日

なお、平成 26年 9月 27 日（土）、28日（日）は、休日受付を行います。

【時間】午前９時から午後５時まで

＜受付方法＞ 窓口と郵送による受付を行います。
【窓口の場合】女川町役場仮設庁舎１階に専用窓口を設置
【郵送の場合】生活支援課住宅係まで必要書類を郵送（受付最終日の当日消印まで有効）
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募集戸数に達しない場合 募集戸数を超えた場合

個別に対応※3

２次申込者の確定
募集戸数に
達しない場合

募集戸数を
超えた場合

抽選会

当 選
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要件を満たさない場合は、申込みできません。

事前登録の受付（地区・住戸タイプ）

申込みできる方の確認

事前登録完了

抽選会

当選できなかった※1
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災害公営住宅の事前登録の概要

●東日本大震災等により女川町内で住宅を滅失した方
・全壊または全流出のり災判定を受けた方

・大規模半壊または半壊のり災判定を受けた方で、住宅を取り壊した方

●女川町における「防災集団移転促進事業」､｢土地区画整理事業」､ その他都市計画事業の実
施に伴い移転が必要になった方

以下の①～④のいずれかに該当するかたは申込みできません

① 住宅再建に関する補助金を受給している方
② すでに公営住宅に入居されている方､または別の公営住宅に入居が決まっている方
③ 申込み時点で町税等（市区町村民税､固定資産税､軽自動車税）の滞納がある方
④ 申込者（同居親族を含む）が暴力団員の場合

女川町からのお知らせ



女川駅北（学校下）

６．事前登録の対象地区および募集内容

事前登録の対象地区は、図に示す 10地区です。募集内容は、表を参照してください。

＜募集内容＞

地区名 種 別
戸 数
(予定)

入居予定時期

女川駅北(学校下)

集合住宅

145戸 平成 28年 4月～9月

ず い 道 115戸 平成 28年 10 月～平成 29年 3月

荒 立 ・ 大 道 ① 18戸 平成 28年 4月～9月

荒 立 ・ 大 道 ③ 62戸 平成 28年 10 月～平成 29年 3月

西 区 62戸 平成 29年 4月～9月

荒 立 ・ 大 道 ②

戸建住宅

16戸 平成 29年 4月～9月

桜 ケ 丘 11戸 平成 28年 4月～9月

内 山 12戸 平成 27年 4月～9月

西 区 30戸 平成 28年 10 月～平成 29年 3月

宮 ケ 崎 約 70戸 平成 29年 10 月～平成 30年 3月

清 水 ・ 日 蕨 19戸 平成 28年 10 月～平成 29年 3月

・入居予定時期は、造成工事の遅延等により若干遅れる場合があります。

・集合住宅のうち募集戸数の多い地区は、ペット共生住宅の設定があります。

・戸建住宅は、ペットの飼育が可能です。

・戸数は、9月末までに確定します。

宮ケ崎

桜ケ丘
内 山

西 区

荒立・大道③

荒立・大道①

荒立・大道②

ずい道

清水・日蕨

※離半島、石浜、小乗浜地区は、

地域の皆さんの話合いで決

定するため事前登録の対象

外となります。

【お問い合わせ先】

女川町生活支援課

電話：０２２５－５４－３１３１


